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（４）考慮要素について
「職務の内容」、「職務の内容・配置の変更の範囲」、「その他の事情」が考慮要素ですが、ここで問題に
なることは、「不合理な待遇差」を判断する際に、それらを具体的にどのように把握するかです。
まず、「職務の内容」、「職務の内容・配置の変更の範囲」とは図表2-2にみる内容になります。従って、「職
務の内容」、「職務の内容・配置の変更の範囲」に違いがあるかは、この図表に基づいて判断することになります。

図表 2- 2　「職務の内容」、「職務の内容・配置の変更の範囲」「その他の事情」とは

次の「その他の事情」は、不合理な待遇差を判断する際に考慮すべき「職務の内容」、「職務の内容・
配置の変更の範囲」以外の事情なので、個々の状況に合わせて、その都度検討することになります。従っ
て、事業主は短時間・有期雇用労働者と通常の労働者との間に待遇差があり、その理由が「その他の事情」
にある場合には、その「その他の事情」は何で、それに合理性があるかをしっかり検討することが求めら
れます。なお、成果、能力、経験、合理的な労使の慣行、労使交渉の経緯は「その他の事情」として想
定されています。

なお、ある待遇を他の待遇との関係で決めている場合には、その理由について客観的・具体的に説明
できるようにしておくことが必要であり、労使で認識を共有しておくことが望ましいです。

職務の内容

「a．業務の内容」と「ｂ．当該業務に伴う責任の程度」のことをいいます。
a．業務の内容

　（ 業 務の種類（職
種）と従事してい
る業務のうち中
核的業務が実質
的に同じかどう
かで判断）

業務とは職業上継続して行う仕事。
　⇒ 業務の内容は業務の種類（職種）と中核的業務で判断。

管、職売販、はと）種職（類種の務　※ 業 理職、事務職、
製造工、印刷工等といった従事する業務のことをい
います。

　※ 中核的業務とは、職種を構成する業務のうち、そ
の職種を代表する中核的なものを指し、職種に不

業績への影響等が大きい業務を指します。
可欠で、労働者の職務全体に占める時間的割合や

ｂ． 当該業務に伴う
責任の程度

　（ 責任の程度が
著しく異なら
ないかどうか
で判断）

業務の遂行に伴い行使するものとして付与されている
権限の範囲・程度等。
　⇒例えば、

単独で決裁できる金額の範囲
管理する部下の人数
決裁権限の範囲
職場において求められる役割
トラブル発生時や臨時・緊急時に求められる対応
売上目標等の成果への期待度　　　等

職務の内容・
配置の変更の範囲

将来の見込みも含め、転勤、昇進といった人事異動や本人の役割の変化等（配置
の変更を伴わない職務の内容の変更を含む。）の有無や範囲のことをいいます。

その他の事情
「職務の内容」、「職務の内容・配置の変更の範囲」以外の事情で、個々の状況に合
わせて、その都度検討します。成果、能力、経験、合理的な労使の慣行、労使交
渉の経緯は「その他の事情」として想定されています。

20

　さらに、待遇間の関係も「その他の事情」として考慮されています。すでに説明したように個々の待遇ごと
に不合理な待遇差か否かを判断するのが基本ですが、ある待遇が他の待遇との関係で決まっている場合には、
それも考慮される場合があります。この点については、次ページの図表 2-3 の裁判例を参照してください。
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